
 

 

 

 

 

 

 

 

 

各自治・町内会への周知について 

 

平成 28年 4月 22日に発生した稲村ガ崎における下水管破損に関する節水の御協力

について鎌倉地区の節水をお願いする各自治・町内会に周知しましたのでお伝えします。 

詳細は、別添のとおりです。 
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【節水にご協力を】 

 海への放流を最小限に抑えるため、節水に御協力をお願いします 

節水例：洗面や歯磨き、食器を洗うときなどは、水を流しっぱなしにしない 

風呂の残り湯を洗濯・植木の水やりに使う 

地 区：十二所、浄明寺、二階堂、西御門、材木座、雪ノ下、扇ガ谷、佐助、小町、大町、 

御成町、笹目町、由比ガ浜、長谷、坂ノ下 

 

 

節水に御協力をお願いします！ 

 

４月 14日に稲村ガ崎の崖の一部が崩落し、その後４月 22

日に国道 134号の歩道の下に埋まっていた下水の圧送管が破

損しました。この圧送管は鎌倉地域のうち約 17,000世帯の下

水を坂ノ下のポンプ場から七里ガ浜処理場に送る管です。 

このため、止むを得ず４月 22日から下水を消毒処理して海

に放流しています。４月 29日には仮設の送水管を設置しまし

たが、全ての量を送水することができず、現在も送水できな

い下水を海に放流しているところです。 

圧送管の破損箇所は管の下側の地盤が不安定となっている

上、稲村ガ崎の崖が再度崩れる危険性が高いことから、破損

した圧送管を直ちに復旧できない状況です。現在、仮設の送

水管を増強する工事をするとともに、本復旧に向けて全力を

挙げて取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


